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お知らせお知らせ問…問い合わせ　■申…申し込み

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
・

ジ
ュ
ニ
ア
シ
ー
ト
貸
し
出
し
ま
す

●
対
象
者
／
６
歳
未
満
の
児
童
を
養
育
す

る
有
田
川
町
内
に
住
所
を
有
す
る
保
護
者

●
注
意
事
項

・
在
庫
に
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
在
庫

が
あ
る
時
の
み
に
限
ら
れ
ま
す
。

・
返
却
時
に
は
、次
に
借
り
る
人
が
気
持
ち
よ

く
使
用
で
き
る
よ
う
、ク
リ
ー
ニ
ン
グ
な
ど

の
清
掃
処
理
の
上
、今
後
の
使
用
お
よ
び
衛

生
上
問
題
の
な
い
状
態
に
し
て
く
だ
さ
い
。

問
金
屋
庁
舎
や
す
ら
ぎ
福
祉
課

第
３
子
以
降
の
出
産
で
祝
い
金

●
対
象
者
／
次
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る

母
親

①
第
３
子
の
出
産
お
よ
び
出
産
後
そ
れ
ぞ

れ
１
年
以
上
の
間
、
有
田
川
町
に
住
民

票
が
あ
り
実
際
に
居
住
し
て
お
り
、
今

後
も
定
住
す
る
意
思
が
あ
る
こ
と
。

②
基
準
日（
第
３
子
出
生
日
の
１
年
後
）に
３

人
以
上
の
子
を
養
育
し
て
い
る
こ
と
。
な

お
、
第
１
子
お
よ
び
第
２
子
が
実
子
で
は

な
く
夫
の
連
れ
子
な
ど
で
あ
る
場
合
は
、

養
子
縁
組
を
し
て
い
る
こ
と
が
要
件
。

※
対
象
と
思
わ
れ
る
人
に
は
案
内
文
を
送

付
し
ま
す
。

●
支
給
額
／
25
万
円

問
金
屋
庁
舎
や
す
ら
ぎ
福
祉
課

子
ど
も
の
定
期
予
防
接
種

「
接
種
券
」
の
廃
止

今
ま
で
、
定
期
予
防
接
種
を
接
種
す
る

の
に
適
切
な
時
期
に
な
れ
ば
、
案
内
・
予
診

票
・
接
種
券
を
郵
送
し
て
い
ま
し
た
が
、
平

成
30
年
４
月
分
か
ら
、
案
内
と
予
診
票
の

み
の
郵
送
に
変
更
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

定
期
予
防
接
種
を
接
種
さ
れ
る
場
合
、

あ
ら
か
じ
め
医
療
機
関
に
予
約
を
し
、
接

種
さ
れ
る
日
に
は
、
医
療
機
関
へ
予
診
票

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

問
金
屋
庁
舎
健
康
推
進
課

児
童
扶
養
手
当

父
母
の
離
婚
や
死
亡
な
ど
で
、
父
ま
た

は
母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童

（
※
）が
育
成
さ
れ
る
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど

の
、
生
活
の
安
定
と
自
立
を
助
け
、
児
童

の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

（
※
）18
歳
に
達
す
る
日
以
降
の
最
初
の
３

月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
ま
た
は
20
歳

未
満
で
一
定
の
障
害
の
あ
る
者

●
手
当
を
受
け
る
に
は

必
要
書
類
を
添
え
て
の
申
請
が
必
要
で

す
。
申
請
者
や
生
計
同
一
の
扶
養
義
務
者

の
所
得
状
況
に
よ
っ
て
、
支
給
制
限
が
あ

り
ま
す
。

※
請
求
者
ま
た
は
児
童
が
公
的
年
金
給
付

な
ど
を
受
給
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の

公
的
年
金
給
付
な
ど
の
額
が
、
児
童
扶

養
手
当
の
額
よ
り
低
い
場
合
は
、
そ
の

差
額
分
の
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
次
の
場
合
は
手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。

①
児
童
や
父（
母
）な
ど
が
日
本
国
内
に
住

ん
で
い
な
い
と
き
。

②
児
童
が
里
親
に
委
託
さ
れ
た
り
、
児
童

福
祉
施
設
な
ど
に
入
所
し
て
い
る
と
き
。

③
父（
母
）が
婚
姻
し
て
い
る
と
き（
婚
姻

の
届
け
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上

の
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
時

を
含
む
）。

④
請
求
者
が
父（
母
）の
場
合
、
児
童
が
母

（
父
）と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
る
と
き

（
父（
母
）障
害
該
当
の
場
合
を
除
く
）。

問
金
屋
庁
舎
や
す
ら
ぎ
福
祉
課

健 

康

◆
◆
◆

一
緒
に
「
健
康
づ
く
り
」
を
始
め
ま
せ
ん
か
？

平
成
30
年
健
康
推
進
員
募
集

和
歌
山
県
健
康
推
進
員
養
成
事
業
を
受

け
、
平
成
30
年
度
健
康
推
進
員
養
成
講
座

を
開
講
し
ま
す
。

健
康
づ
く
り
の
基
礎
知
識
を
学
び
、
一

緒
に
楽
し
く
活
動
を
始
め
ま
せ
ん
か
？

●
健
康
推
進
員
と
は
／
家
族
や
地
域
住
民

へ
の
「
健
康
づ
く
り
」
に
関
す
る
啓
発

活
動
を
担
う
人
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。

●
実
施
日
時

・
１
ク
ー
ル
目
／
７
月
５
日（
木
）・
７
月

12
日（
木
）13
時
30
分
～
16
時

・
２
ク
ー
ル
目
／
８
月
３
日（
金
）・
８
月

17
日（
金
）13
時
30
分
～
16
時

※
い
ず
れ
か
を
選
択
し
、
受
講
い
た
だ
き

ま
す
。

●
場
所
／
有
田
振
興
局
３
階
大
会
議
室

（
湯
浅
町
湯
浅
２
３
５
５
‐
１
）

●
受
講
料
／
無
料

●
定
員
／
20
人　

※
先
着
順

●
申
込
受
付
期
間
／
４
月
２
日（
月
）～
６

月
８
日（
金
）

●
申
し
込
み
方
法
／
電
話
も
し
く
は
窓
口

で
申
し
込
み

問
金
屋
庁
舎
健
康
推
進
課

手当支給月額

 児童 1 人目

全部支給 4 万 2,500 円
一部支給 4 万 2,490 円～ 1 万 30 円

 2 人目

全部支給 1 万 40 円
一部支給 1 万 30 円～ 5,020 円

 3 人目以降

全部支給 6,020 円
一部支給 6,010 円～ 3,010 円


